
第

百

六

十

四

号

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

五
九
一
ペ
ー
ジ

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

五
九
二

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
の
取
消

(

同

)

五
九
三

公

示

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

五
九
四

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
谷
畑
字
前
川
原
八
七
、
八
八
、
字
岡
峰
一
九
〇
の
二
・
二
〇
九
の
二
・
二
一
〇

の
二(

以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
二
一
三
の
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣
及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
大
垣
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日



岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
白
鳥
町
干
田
野
字
大
連
八
五
五
、
八
五
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
白
川
町
下
佐
見
字
茶
畑
牧
三
二
八
七
か
ら
三
二
九
六
ま
で
・
三
二
九
九
か
ら
三
三
〇
四
ま

で
・
三
三
〇
六
・
三
三
一
五(

以
上
一
八
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
三
二
九
七
、

三
二
九
八
、
三
三
〇
五
、
字
焼
栩
三
三
一
六(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
三
三
二
三

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
白
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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１
令
和
２
年
12月
１
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,665,390人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,308人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

308,174人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
の
取
消
し
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
を
取
り
消
し
た
施
設
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可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

中
津

川
市

関
市
・
美
濃
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

94,462

121,103

47,738

42,607

41,513

55,697

30,931

64,423

89,240

92,240

74,146

146,845

338,378

総
数
(人
)

31,488

40,368

15,913

14,203

13,838

18,566

10,311

21,475

29,747

30,747

24,716

48,949

112,793

３
分
の
１
の
数
(人
)

加
茂

郡

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

40,920

55,869

19,759

28,006

23,874

39,254

28,662

26,898

34,438

42,661

20,288

42,980

22,458

13,640

18,623

6,587

9,336

7,958

13,085

9,554

8,966

11,480

14,221

6,763

14,327

7,486



公

示

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

五
三
土
地

改
良
区

令
和�･��･��
理
事

西

脇

正

己

養
老
郡
養
老
町
船
附

一
三
三
番
地

同

西

脇

一

夫

同

船
附

二
八
五
八
番
地
一

同

藤

井

清

同

船
附

二
八
五
六
番
地
一

同

澁

谷

満

同

大
野

六
六
一
番
地

同

近

藤

勉

同

大
野

五
七
三
番
地

同

西

脇

一

美

同

下
笠

一
五
〇
七
番
地

同

安

田

正

同

下
笠

一
八
一
七
番
地

同

伊

藤

智

同

下
笠

二
二
八
七
番
地
一

同

林

輝

見

同

下
笠

八
七
九
番
地

同

橋

本

幸

一

同

下
笠

二
〇
六
五
番
地
一

同

木

村

一

雄

同

大
場

六
二
六
番
地

同

川

口

嘉

男

同

上
之
郷

四
七
五
番
地
一

同

田

中

政

隆

同

栗
笠

一
三
番
地

同�
橋�
央

同

栗
笠

八
四
番
地

同

松

永

伸

夫

同

根
古
地

一
九
番
地

同

西�
正

同

根
古
地

一
〇
一
番
地

同

藤

田

敬

治

同

根
古
地

四
二
番
地

同

河

合

俊

弘

同

根
古
地

八
四
八
番
地

同

飯

田

伸

二

同

大
場

一
〇
二
番
地

同

松

永

春

男

同

大
場

二
五
〇
番
地

監
事

藤

井

泰

同

船
附

九
一
四
番
地

同

小

野

宗

明

同

下
笠

九
二
三
番
地

同

田

中

敏

和

同

大
場

四
一
八
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

五
三
土
地

改
良
区

令
和�･��･��
理
事

西

脇

君

男

養
老
郡
養
老
町
船
附

八
一
番
地

同

藤

井

清

同

船
附

二
八
五
六
番
地
一

同

中

嶋

復

幸

同

船
附

七
九
〇
番
地
一
〇

同

澁

谷

高

義

同

大
野

七
二
一
番
地
一

同

伊

藤

義

則

同

下
笠

五
三
〇
三
番
地
一

同

林

和

男

同

下
笠

八
六
〇
番
地

同

西

脇

一

美

同

下
笠

一
五
〇
七
番
地

同

日

比

忠

雄

同

下
笠

一
四
三
八
番
地
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海
津
市

羽
島
市

市
町
村
名

海
津
市
南
濃
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

多
目
的
ホ
ー
ル

羽
島
市
文
化
セ
ン
タ
ー

401大
会
議
室

施
設

の
名

称

海
津
市
南
濃
町
吉
田
492番

地

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
６
丁
目
７
番
地

所
在

地



同

安

田

正

同

下
笠

一
八
一
七
番
地

同

橋

本

幸

一

同

下
笠

二
〇
六
五
番
地
一
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直
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下
笠

二
二
一
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郷

一
二
六
番
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同

田

中

政

隆

同

栗
笠

一
三
番
地
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央

同

栗
笠

八
四
番
地

同

野

村�
光

同

根
古
地

九
一
番
地

同

長
谷
川

清

孝

同

根
古
地

三
六
番
地

同

光

野

成

利

同

根
古
地

八
五
〇
番
地

同

長
谷
川
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臣

同

根
古
地
一
五
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〇
番
地
一

同

松

永

博

孝

同

大
場

四
一
番
地

同

田

中

敏

和

同

大
場

四
一
八
番
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同
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番
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監
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下
笠
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○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
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二
年
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二
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十
二
日
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一
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七
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同
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益

繁

同

大
野

九
九
番
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同

坂

光

行

同

中

一
一
〇
三
番
地
の
三

監
事
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田

勝

美

同

北
今
ケ
渕

九
一
三
番
地

同

伊

藤

正

博

同

東
結

一
六
七
六
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

中
須
川
土

地
改
良
区

令
和�･��･�
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事

堀

知

靖

安
八
郡
安
八
町
西
結

一
五
七
六
番
地

同

古

澤

隆

雄

同

西
結

八
七
一
番
地

同

棚

橋

孝

光

同

東
結

六
七
七
番
地
の
一

同�
原

正

孝

同

東
結

一
一
六
七
番
地

同

岩

田

正

孝

同

大
明
神

六
九
〇
番
地

同

西

村

博

美

同

南
條

三
四
一
番
地

同

坂

光

行

同

中

一
一
〇
三
番
地
の
三

監
事��
宏

行

同

氷
取

一
一
七
七
番
地

同

尾�
満

廣

同

森
部

三
一
番
地
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